
平成22年度における任意継続組合員の掛金率と平均給料月額が決定しましたのでお知らせします。

※介護掛金については、40歳以上65歳未満の方が対象となります。
※平均給料月額とは、1月1日現在の全組合員の平均給料月額です。（平成22年度は、平成22年1
月1日現在）

※任意継続掛金の払い込み方法は、「6ヵ月前納」・「12ヵ月前納」があります。
※任意継続組合員を更新する方は、前納率の違いから金額が若干異なります。

336,000円×93.4/1000＝31,382円・・・・・短期掛金1ヵ月分
336,000円×12.4/1000＝  4,166円・・・・・介護掛金1ヵ月分

平成21年度末退職者の任意継続掛金（平均給料月額で算定した場合）

　　  区分
年度

任意継続掛金率
平均給料月額

短期掛金率 介護掛金率

平成22年度 93.4 ／ 1000 12.4 ／ 1000 336,000円

平成21年度 93.4 ／ 1000 10.4 ／ 1000 340,000円

短期掛金 介護掛金 合　計

6ヵ月前納 186,763円 24,793円 211,556円

12 ヵ月前納 369,898円 49,104円 419,002円

任
意
継
続
組
合
員
の

掛
金
率
・
平
均
給
料
月
額
が
決
定
し
ま
し
た

平
成
二
十
二
年
度

組合員が組合員の3歳に満たない子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達するまでに取得した休業期間
について育児休業手当金が支給されます。
現在は、育児休業期間中に給料日額の30/100が支給（育児休業期間中支給）され、休業期間終了後または子が1歳に達し
た後、引き続き6ヵ月以上組合員である場合に給料日額の20/100が支給（職場復帰後支給）されています。
今回の改正で平成22年4月1日以後に育児休業を取得する組合員は、育児休業期間中支給分と職場復帰後支給分が統合され
た給料日額の50/100が育児休業期間中に支給されることになりました。

平成 22年 3月 31日までに
育児休業を取得

平成 22年 4月 1日以後
育児休業を取得

給付率
育児休業期間中支給 30/100 50/100
職場復帰後支給 20/100 廃止

当組合の短期給付財政は、拠出金をはじめとした支出の増加により厳しい状況にあります。
近年は、短期給付の保険料率を大幅に引上げ収支のバランスを図っていますが、支出の抑制が1つの課題です。
平成22年2月26日に開催された第163回組合会において慎重に協議した結果、支出の抑制を図る観点からやむを得ず、平

成22年3月末日をもって『入院附加金』及び『傷病手当金附加金』を廃止することが決定しましたのでお知らせします。

●入院附加金（組合員が引き続き7日以上入院した場合の給付）
但し、平成22年3月入院分までは支給します。
※保健事業の家族療養助成金（被扶養者が引き続き7日以上入院した場合の給付）も入院附加金に準じ廃止します。

●傷病手当金附加金（傷病手当金終了後、引き続き休職している組合員に6ヵ月間支給する給付）
経過措置として、平成22年3月31日までに傷病手当金の支給が開始された方で、平成22年4月1日以降に傷病手当金附加
金の受給権を有した場合は支給します。

育児休業手当金の改正について
ー 育児休業期間中支給分と職場復帰後支給分の統合 ー

＜参考＞育児休業手当金支給額　　給料日額（給料の1/22の額）×1.25（特別職は1）×給付率×休業日数

附加金廃止のお知らせ

医
療
保
険

四
月
一
日
以
降
は
現
在
お
持
ち
の
組
合

員
証
・
組
合
員
被
扶
養
者
証
は
使
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
退
職
後
速
や
か
に

所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
を
経
由
し
て

共
済
組
合
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

★
任
意
継
続
組
合
員
に
な
る
方

四
月
一
日
以
降
は
、
新
た
に
交
付
さ
れ

た
任
意
継
続
組
合
員
証
・
任
意
継
続
組
合

員
被
扶
養
者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
任
意
継
続
掛
金
に
つ
い
て
は
、

四
月
一
日
か
ら
四
月
二
十
日
の
間
に
納
入

し
て
く
だ
さ
い
。

★
他
の
医
療
保
険
制
度
に
加
入
す
る
方

退
職
後
に
組
合
員
証
等
を
使
用
し
医
療

機
関
で
受
診
す
る
と
、
共
済
組
合
が
医
療

機
関
へ
支
払
っ
た
医
療
費
を
組
合
員
で

あ
っ
た
方
に
全
額
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
掛
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
で
受

診
す
る
際
に
は
、
窓
口
で
「
保
険
証
が
変

更
に
な
っ
た
」
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
年
金

★
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
組
合
員

退
職
後
は
、
六
〇
歳
に
な
る
ま
で
国
民

年
金
へ
の
加
入
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

退
職
後
に
居
住
地
の
市
町
村
に
て
加
入

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
被
扶
養
配
偶
者

組
合
員
が
在
職
中
は
、
国
民
年
金
第
三

号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
に
加
入
し

て
い
ま
し
た
が
、
組
合
員
が
退
職
し
た
後

は
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
の
で
、
居
住
地
の
市
町
村
に
て
加
入

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

貯

金
共
済
貯
金
は
、
原
則
と
し
て
退
職
と
同

時
に
解
約
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す

が
、
在
職
中
か
ら
共
済
貯
金
を
行
っ
て
い

た
方
が
任
意
継
続
組
合
員
と
な
ら
れ
る
場

合
は
、
当
該
組
合
員
期
間
中
は
、
次
の
手

続
き
に
よ
り
引
き
続
き
共
済
貯
金
を
継
続

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

在
職
中
に
、
共
済
貯
金
に
加
入
し
て

い
な
い
方
の
退
職
後
の
口
座
新
設
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★
提
出
書
類
・
・「
共
済
組
合
員
申
告
書
」

継
続
す
る
方
は
、『
組
合
員
貯
金
』
欄

の
「
継
続
す
る
」
に
○
を
付
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

★
提
出
書
類
の
届
出
期
限

任
意
継
続
組
合
員
と
な
る
月
の
十
五
日

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

★
そ
の
他
の
注
意
事
項

① 

任
意
継
続
組
合
員
は
、
毎
月
の
積
立
は

で
き
ま
せ
ん
。

② 

年
二
回
（
七
・
十
二
月
）
の
臨
時
積
立

が
で
き
ま
す
。
手
続
き
は
必
ず
在
職
中

と
同
様
に
元
所
属
所
の
共
済
組
合
担
当

課
を
通
し
て
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

③ 

積
立
限
度
額
は
、
三
千
万
円
ま
で
と
な

り
ま
す
の
で
、
三
月
と
九
月
に
決
算
利

息
を
元
金
に
組
み
入
れ
す
る
と
限
度
額

を
超
え
て
し
ま
う
場
合
は
、
三
千
万
円

の
限
度
額
を
超
え
た
分
に
つ
い
て
、
速

や
か
に
千
円
単
位
で
の
払
戻
し
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

貸

付
組
合
員
貸
付
金
を
償
還
中
に
退
職
さ
れ

る
場
合
は
、
規
定
に
よ
り
皆
さ
ん
に
支
給
さ

れ
る
退
職
手
当
か
ら
貸
付
未
償
還
金
を
控

除
し
返
済
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す

の
で
、
次
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

★
提
出
書
類

「
借
受
人
退
職
届
書
」「
同
意
書
」（
兼

用
用
紙
）

★
不
足
金
が
生
じ
た
場
合

未
償
還
金
残
高
が
退
職
手
当
支
給
額
よ

り
大
き
い
場
合
は
、
不
足
分
を
別
途
振
り

込
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
共

済
組
合
か
ら
元
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当

課
を
経
て
請
求
し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ

た
期
日
ま
で
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

★
借
用
証
書
の
返
還

完
済
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え

で
、
六
月
末
ま
で
に
元
所
属
所
の
共
済
事

務
担
当
課
を
経
て
返
還
し
ま
す
。

★
「
だ
ん
し
ん
」
特
約
保
証
料
の
返
還

団
体
信
用
生
命
保
険
に
加
入
し
て
い
た

方
で
、
保
険
期
間
の
途
中
で
退
職
さ
れ
る
場

合
は
、
自
動
的
に
保
険
脱
退
と
な
り
、
未

経
過
月
数
分
の
特
約
保
証
料
が
返
還
さ
れ

ま
す
。（
返
還
ま
で
二
カ
月
程
か
か
り
ま
す
。）

物

資
物
資
立
替
金
の
返
済
に
つ
い
て
は
貸
付

と
同
様
、
退
職
手
当
か
ら
控
除
し
ま
す
。

ま
た
、
退
職
時
の
手
続
き
等
に
つ
い
て

も
貸
付
と
同
じ
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ワ
ン
の
会
員
証
及
び

マ
ジ
ッ
ク
キ
ン
グ
ダ
ム
ク
ラ
ブ
・
メ
ン

バ
ー
シ
ッ
プ
カ
ー
ド
は
使
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
共
済
事
務
担
当
課
へ
お
返

し
く
だ
さ
い
。

三
月
末
に

　
　

退
職
さ
れ
る
方
へ

ー
各
種
事
業
等
の
手
続
き
に
つ
い
て
ー

ホームページを
ご利用ください

http://www.iba-kyo.com/

共済組合への各種申請
書類をダウンロードする
ことができます。

健康情報コーナーをご覧
いただくためのパスワード

iba-kyo

※半角英字で入力 【お問い合わせ先】共済組合保険課  TEL 029ー301ー1413

④ 

払
戻
・
解
約
の
送
金
日
は
、
在
職
中
と

同
様
で
す
。

⑤ 

任
意
継
続
組
合
期
間
の
途
中
で
、
解
約

し
た
い
場
合
や
再
就
職
等
に
よ
り
社
会

保
険
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

及
び
任
意
継
続
組
合
員
期
間
満
了
と

な
っ
た
と
き
は
、
貯
金
解
約
請
求
書
の

提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
記
入
・

押
印
の
う
え
、
早
急
に
共
済
組
合
福
祉

課
宛
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
二
年
四
月
に
退
職
共
済
年
金

の
受
給
権
が
発
生
す
る
方
か
ら
、
請
求
漏
れ

の
防
止
と
年
金
請
求
事
務
処
理
の
効
率
化

を
図
る
た
め
、
退
職
共
済
年
金
請
求
書
を

事
前
に
送
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

請
求
書
に
は
、
共
済
組
合
に
登
録
し
て
あ

る
カ
ナ
氏
名
や
性
別
、
生
年
月
日
な
ど
の
項

目
を
あ
ら
か
じ
め
印
字
し
て
送
付
し
ま
す
。

※ 

漢
字
氏
名
な
ど
自
書
し
て
い
た
だ
く
箇

所
も
あ
り
ま
す
。

必
要
書
類
を
取
り
揃
え
、
所
属
所
の
共

済
事
務
主
管
課
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
が

発
生
す
る
方
へ

ー
請
求
書
を
事
前
に
送
付
し
ま
す
ー

1819




